
 

徳島大学大学院創成科学研究科学位規則実施細則 

令和２年４月１日 

大学院創成科学研究科長制定 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この細則は、徳島大学学位規則（以下「規則」という。）第１９条の規定に基づき、徳島

大学大学院創成科学研究科地域創成専攻、臨床心理学専攻、理工学専攻、生物資源学専攻及び

創成科学専攻（以下「各専攻」という。）における学位審査に関し必要な事項を定めるものと

する。 

   第２章 課程修了による学位審査 

（学位論文の提出時期及び資格要件） 

第２条 規則第６条第１項の規定による博士論文の提出時期は、博士後期課程第３年次の１月以

降（後期の学期から入学した者については７月以降）の指定の期日までとする。ただし、徳島

大学大学院学則（以下「学則」という。）第１２条第１項ただし書及び第３項ただし書の規定

による優れた研究業績を上げたと認められる者については、博士後期課程第１年次の１月（後

期の学期から入学した者については７月）まで、学則第１２条第２項ただし書の規定による優

れた研究業績を上げたと認められる者については、博士後期課程第２年次の１月（後期の学期

から入学した者については７月）に博士論文の提出時期を繰り上げることができる。 

２ 規則第６条第４項の規定による修士論文の提出時期は、博士前期課程第２年次の２月以降

（後期の学期から入学した者については７月以降）の指定の期日までとする。ただし、学則第

１１条第１項ただし書の規定による優れた成績を上げたと認められる者については、博士前期

課程第１年次の２月（後期の学期から入学した者については７月）まで修士論文の提出時期を

繰り上げることができる。 

３ 前２項の規定による学位論文の提出に当たっては、最終試験当日までに論文作成指導科目を

除く所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けていなければならない。 

第２条の２ 前条の規定にかかわらず、学則第９条の５の規定に基づく外国の大学との国際共同

学位プログラムによる学位論文の提出時期及び資格要件については、別に定める。 

 （学位論文提出の手続） 

第３条 博士論文の審査を受けようとする者は、あらかじめ創成科学専攻教授会の承認を受けて

次の各号に掲げる書類を創成科学専攻長に提出するものとする。ただし、第３号から第７号ま

での書類については、別に審査用として必要部数を添付するものとする。 

(1) 学位申請書（様式１） １部 

(2) 誓約書（様式４） １部 

(3) 履歴書（様式６） １部 

(4) 論文目録（様式７） １部 

(5) 博士論文 １部 

(6) 論文内容要旨（様式８） １部 

 (7) 参考論文（公刊予定のものは、受理証明書を添えた投稿原稿の写し） 各１部 

(8) 共著者の承諾書（様式９） 共著者各１部 

２ 修士論文の審査を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を地域創成専攻、臨床心理学

専攻、理工学専攻又は生物資源学専攻のうち所属する専攻の長に提出するものとする。ただ

し、第２号から第５号までの書類については、別に審査用として写しを必要部数添付するもの

とする。 

(1) 学位申請書（様式２） １部 

(2) 履歴書（様式６） １部 

(3) 論文目録（様式７） １部 

(4) 修士論文 １部 



 

(5) 論文内容要旨（様式８） １部 

（審査委員会） 

第４条 学位論文が受理されたときは、各専攻教授会は、申請者ごとに審査委員会を組織し、論

文審査及び最終試験の実施を付託する。 

（論文審査等の実施） 

第５条 審査委員会は、論文審査及び最終試験を行い、その結果を文書をもって各専攻長に報告

する。 

２ 前項の文書は、論文審査の結果の要旨（様式１０）及び最終試験報告書（様式１１）とする。 

（課程修了の議決） 

第６条 各専攻教授会は、審査委員会による論文審査及び最終試験の報告に基づき審議の上、投

票により課程修了の可否を議決する。 

２ 各専攻長は、前項の議決結果を研究科長に報告する。 

（学位授与の時期） 

第７条 前条の規定による合格者に対する学位授与の時期は、原則として３月の定められた日と

する。ただし、９月に合格した者については、合格した日とする。 

   第３章 学位論文提出による学位審査 

 （論文提出による学位請求の時期及び資格要件） 

第８条 規則第６条第２項の規定による博士論文の提出時期は、毎年４月又は１０月の指定の期

日までとする。 

２ 前項の規定により博士論文を提出して学位を請求することのできる者は、次の各号の一に該

当する者とする。 

 (1) 徳島大学大学院創成科学研究科博士後期課程に所定の年限以上在学し、所定の単位を修得 

し、かつ、必要な研究指導を受けた後退学した者 

 (2) 大学院修士課程又は大学院博士前期課程を修了後、原則として４年以上経た者 

 (3) 大学又は旧制の専門学校を卒業後、原則として７年以上経た者 

 (4) 短期大学又は工業高等専門学校を卒業後、原則として９年以上経た者 

 (5) 前各号のほか、創成科学専攻教授会において、学位請求の資格を有すると認めた者 

 （論文提出による学位請求の提出手続） 

第９条 論文提出による学位を請求しようとする者は、あらかじめ創成科学専攻教授会の承認を

受けて次の各号に掲げる書類を創成科学専攻長に提出するものとする。ただし、第４号から第

８号までの書類については、別に審査用として必要部数を提出するものとする。 

 (1) 学位申請書（様式３） １部 

 (2) 誓約書（様式４） １部 

 (3) 学位申請調書（様式５）１部 

 (4) 履歴書（様式６） １部 

 (5) 論文目録（様式７） １部 

 (6) 博士論文 １部 

(7) 論文内容要旨（様式８） １部 

 (8) 参考論文 各１部 

 (9) 共著者の承諾書（様式９） 共著者各１部 

 (10) 最終学歴の卒業（修了）証明書 １部 

 (11)  写真（手札型、脱帽、上半身、最近６ヶ月以内に撮影したもの） １枚 

 (12)  学位論文審査手数料 

 （論文審査委員会） 

第１０条 学位論文が受理されたときは、創成科学専攻教授会は、申請者ごとに論文審査委員会

を組織し、論文審査、最終試験及び学力の確認の実施を付託する。 

（論文提出による論文審査の実施） 



 

第１１条 論文審査委員会は、論文審査、最終試験及び学力の確認を行い、その結果を文書をも

って創成科学専攻長に報告する。 

２ 前項の文書は、論文審査の結果の要旨（様式１０）及び最終試験報告書（様式１２）とする。 

（論文審査等の議決） 

第１２条 創成科学専攻教授会は、論文審査委員会による論文審査、最終試験及び学力の確認の

結果の報告に基づき審議の上、投票により学位授与の合否を議決する。 

２ 創成科学専攻長は、前項の議決結果を研究科長に報告する。 

（学位授与の時期） 

第１３条 前条の規定による合格者に対する学位授与の時期は、合格した日とする。 

   第４章 雑則 

（実施細目） 

第１４条 この細則に定めるもののほか、学位審査について必要な細目は、その都度各専攻教授

会が定める。 

 

附 則 

この細則は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

１ この細則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 令和３年度以前に本研究科に入学した者については、この細則による改正後の第２条第２項

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この細則は、令和４年１０月１日から施行する。 

  



 

様式１  

 

（和暦）    年  月  日 

 

 

  徳島大学長  殿  

 

 

 

                                署 名              

 

 

 

学 位 申 請 書 

 

 

 

 このたび、徳島大学学位規則第６条第１項の規定に基づき、博士の学位論文の審査 

 

 

及び最終試験を実施くださるよう関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指導教員氏名          印 ） 



 

様式２  

 

 

（和暦）    年  月  日 

 

 

  徳島大学長  殿  

 

 

 

                                署 名              

 

 

 

学 位 申 請 書 

 

 

 

 このたび、徳島大学学位規則第６条第４項の規定に基づき、修士の学位論文の審査 

 

及び最終試験を実施くださるよう関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （指導教員氏名          印 ） 

 

 

 



 

様式３  

 

 

（和暦）    年  月  日 

 

 

  徳島大学長  殿  

 

 

 

                                署 名              

 

 

 

学 位 申 請 書 

 

 

 

 このたび、徳島大学学位規則第６条第２項の規定に基づき、博士の学位を請求した 

 

いので、学位論文の審査及び最終試験を実施くださるよう関係書類を添えて申請しま 

 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（紹介教員氏名          印 ） 

 
 
 
 
 
 



 

様式４ 

 

 

 

誓  約  書 
 

 

 

（和暦）  年  月  日 

 

 

 

徳 島 大 学 長 殿 

 

 

 

申請者氏名（署名）                 

 

学位論文題目                   

 

                                          

 

 

 

私は、博士の学位申請にあたり、研究倫理に関する諸規範を遵守し、データ及び調査結果等の

捏造、改ざん、盗用及び論文の二重投稿等研究不正をしていないことを誓約します。 

 

 

 
 

 

※ 徳島大学学位規則第６条第２項の規定に基づく論文審査申請においては、指導教員を紹

介教員と読み替えるものとする。 

 

 

 

指導教員 確認 

 剽窃防止ソフトを用い上記論文を調査するとともに、上記論文に研究不正がないことを確認

しました。 

 

所属・職名                     

 

指導教員（署名）                  

 



 

様式５ 

学 位 申 請 調 書 
 

 

１ 申請者氏名 

 

 

 

 

２ 博士論文題目 

 

 

 

 

３ 博士論文指導者  所属職名 

 

 

            氏  名 

 

 

 

４ 博士論文作成（研究）場所及び当時の身分 

 

 

 

 

５ 現在の勤務先及び職名 

 

 

 

 

６ 紹介教員（大学院創成科学研究科創成科学専攻研究指導教員）氏名 

 

 

 

 

７ 通信連絡先 

 
 
 
  



 

様式６ 

履   歴   書 

 
 

報告番号 

 甲 注○ 

乙 注○   第      号 

注○ 修 

（ふりがな） 

 

氏  名 

 
生年 

 

月日 

 

（和暦） 年  月  日 

 

男 

 

女 

本   籍 

（都道府県名） 
 

現 住 所 
 

    学 歴 

     

     

 

    研究歴 

 

 

 

    職 歴 

 

 

 

    賞 罰 

 

 

 
 

    

 上記のとおり相違ありません。 

 

      （和暦）    年   月   日 

                       署 名              
 

備考 注は、徳島大学学位規則第１３条第３項に定める学位記の様式（別表第２、別表第３及び別表第

４）の注に示す頭文字を記入する。 



 

様式７ 

論  文  目  録 

 
 

報告番号 

 甲 注○ 

乙 注○   第  号 

注○ 修 

氏 名  

学位論文題目  

  論文の目次 

 

 

 

 

 

 

参考論文 

 

 主論文 

   

 

 

 

  副論文 

   

 

 

 
 備考 

  １ 論文題目は、用語が外国語のときは日本語訳を付けて、外国語、日本語の順に 

列記すること。 

    ２ 参考論文は、論文題目、著者名、公刊の方法及び時期を順に明記すること。 

  ３ 参考論文は、博士論文の場合に記載すること。 

   ４ 注は、徳島大学学位規則第１３条第３項に定める学位記の様式（別表第２、別表第３及 

び別表第４）の注に示す頭文字を記入する。 



 

様式８ 

 

論  文  内  容  要  旨 

 
 

報告番号 

 甲 注○ 

乙 注○   第    号 

注○ 修 

氏 名  

学位論文題目  

  内容要旨 

備考 注は、徳島大学学位規則第１３条第３項に定める学位記の様式（別表第２、別表第３及び別

表第４）の注に示す頭文字を記入する。 



 

様式９ 

共 著 者 の 承 諾 書 

 

（和暦）  年  月  日  

 

 

  徳島大学大学院創成科学研究科創成科学専攻長 殿 

 

 

 

                       共著者署名           印 

 

                                          所 属 職 名  

 

 

 

  博士論文題目「                          」 

 

  共著論文 

 

      年  月発行 ○○雑誌第○巻○号○○～○○ページに発表済 

 

 上記共著論文を             氏が徳島大学に申請する博士の学位論文 

 

の参考論文（主論文）として使用することに異議ありません。 

 

 なお、将来においても博士論文として他に使用しません。 

 

 また、同氏が提出する学位論文の本文全体を徳島大学機関リポジトリで公表 

 

することに      □ 同意します。 

          □ 同意しません。 

（どちらかにチェックを入れてください） 

 

（注） 

 １ 学位規則により、平成２５年４月以降に学位を授与される学位論文は、原

則として当該博士の学位を授与する大学の機関リポジトリにより、その全文

を公表することが定められています。 

  ２ 上記１の理由により、万が一チェックに不備がある場合は、学位論文の本

文全体の機関リポジトリ公表に同意いただいたものと判断させていただきま

す。 

  ３ 雑誌発表に伴い共著論文の著作権が出版社等に移動している場合は、現著

作権者の意向を尊重させていただきます。 

  



 

様式10 

論文審査の結果の要旨 

 

 報告番号 

 甲 注○ 

乙 注○   第 

 号 

注○ 修 

氏  名 

 

 

審査委員 

主査 

副査 

副査 

  学位論文題目 

  審査結果の要旨 

備考 注は、徳島大学学位規則第１３条第３項に定める学位記の様式（別表第２、別表第３及び別表 

第４）の注に示す頭文字を記入する。 



 

様式11 

最 終 試 験 報 告 書 

 

 報告番号 

甲 注○ 

    第    号 

注○ 修 

氏  名 
 

 

実 施 年 月 日   （和暦）    年  月  日 

試  験  方  法   口 頭 

  試験の結果の要旨 

決 定（該当を○で囲む）       合     否 

    主 査  氏名             印 

    副 査  氏名              印 

    副 査  氏名                          印 

備考 注は、徳島大学学位規則第１３条第３項に定める学位記の様式（別表第２、別表第３及び別表

第４）の注に示す頭文字を記入する。 



 

様式12 

最 終 試 験 報 告 書 

 

 報告番号 乙 注○第    号 氏  名 
 

 

実 施 年 月 日   （和暦）    年  月  日 

試  問  方  法 

専 門 科 目 

  外 国 語（英語） 

 

口  頭 

   筆  答 

試験及び学力の確認の結果の要旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決 定（該当を○で囲む）       合     否 

    主 査  氏名             印 

    副 査  氏名              印 

    副 査  氏名                          印 

備考 注は、徳島大学学位規則第１３条第３項に定める学位記の様式（別表第２、別表第３及び別表 

第４）の注に示す頭文字を記入する。 


